
市職員の任免及び職員数に関する状況

１．市職員の任免の状況

（１）職員の採用・退職の状況

・職員の採用試験の状況

（平成２８年７月１日採用）

人 人 人 倍

（平成２９年４月１日採用）

人 人 人 倍

人 人 人 倍

人 人 人 倍

人 人 人 倍

人 人 人 倍

人 人 人 倍

人 人 人 倍

・職員の選考審査の状況

（平成２９年４月１日採用）

人 人 人 倍

・退職の状況

（平成２８年度）

人 人 人

２．市職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

7.5

受験者数 採用者数 競争率

区　　分 申込者数 受験者数 採用者数 競争率

開 か れ た 市 政 を 目 指 し て

人 事 行 政 の 運 営 状 況 を 公 表 し ま す

区　　分 申込者数

（上級）一般行政事務職 81 60 8

（上級）一般行政事務職＜学芸員＞ 4 3 1 3.0

管理栄養士 17 16 2 8.0

（初級）一般行政事務職＜チャレンジ枠＞ 14 11 2 5.5

（初級）消防職 13 8 2 4.0

保健師 10 6 1 6.0

（上級）土木技術職　※再募集 6 6 1 6.0

区　　分 申込者数 受験者数 採用者数 競争率

幼稚園教諭 45 39 5 7.8

定年退職 その他 合　　計

31 7 38

　　　　　　　　　　　　　　区　分
 部　門

職　　員　　数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
２８年 ２９年

一
般
行
政
部
門

議　　　会 7 7 0
総務企画 104 100 -4 職員削減

税　　　務 23 22 -1 職員削減

民　　　生 71 71 0
衛　　　生 76 74 -2 欠員不補充

農林水産 11 12 1 業務の増加

商　　　工 15 14 -1 兼務による減

土　　　木 37 34 -3 欠員不補充

小　　計 344 334 -10
部特
   別
   行
門政

教　　　育 117 110 -7 欠員不補充

消　　　防 73 74 1 消防吏員の新規採用

小　　計 190 184 -6
会公
計営
部企
門業
   等

水　　　道 20 20 0
下  水  道 9 8 -1 職員削減

そ  の  他 43 43 0
小　　計 72 71 -1

合　　　計 606 589 -17

（注）　職員数は一般職に属する職員の数です。

本市では、市の人事行政の運営等の状況を市民の皆さんに公表することにより、その公正性・透明性を高めることを目的

に、「鳴門市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を平成１７年４月１日に施行し、市職員の給与・定員管理の状

況、任免や服務などの状況等について公表しています。

－045（上級）土木技術職
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（２）年齢別職員構成の状況 （各年４月１日現在）

２８年

２９年

２８年

２９年

（３）定員適正化の状況 （各年４月１日現在）

増減数は、普通会計と公営企業等との部門間の異動も含んでいます。

（４）再任用職員に関する状況

・再任用職員の任用状況

（各年４月１日現在）

市職員の給与等に関する状況

１．市職員の給与に関する状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）　　　

（２）職員給与費の状況（各年度普通会計予算）

（注）　１　職員手当には退職手当を含んでいません。

（３）ラスパイレス指数の状況

（各年４月１日現在）

区　分
２０歳

未満

２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

以上
計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ５９歳

職
員
数

1人 21人 46人 77人 64人 51人 59人

４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳

80人 75人 54人

76人 66人 55人

61人 54人 63人 8人 589人

81人 9人 606人

0.2% 3.5% 7.6% 12.7% 12.5%

55人4人 17人 45人 73人

10.9% 9.1% 10.6% 8.4% 9.7% 13.4% 1.5% 100.0%

0.7% 2.9% 7.6% 12.4% 13.6% 12.7% 9.2% 9.3% 9.2% 10.7% 1.4% 100.0%

区　　分
普通会計部門 公営企業等会計部門 計

職員数

構
成
比

平成２８年 534 人 72 人

10.4%

589 人 -17 人

増　減 職員数 増　減 職員数 増　減

調理員 幼稚園教諭 計

606 人

平成２９年 518 人 -16 人 71 人 -1 人

5 人 4 人 2 人 2 人

（注）

　再任用制度とは、長年培った能力・経験を効率的な行政運営に有効に活用するとともに、我が国が本格的な高齢社会を
迎える中、公的年金の支給開始年齢の引上げが行われていることを踏まえ、雇用と年金との連携を図るための地方公務
員法に基づく制度です。本市の再任用職員は週３１時間以内の短時間勤務職員として任用しており、給料月額は１４万９，
５２０円～２１万９，０４０円、期末勤勉手当の年間支給月数は２．２５月（平成２８年度）となっています。

職名 主事 保育士 技師

18 人

平成２９年 6 人 5 人 2 人 1 人 6 人 20 人

平成２８年 5 人

　職員の給与制度は国家公務員の給与制度に準じて、市の条例によって定められています。なお、ここに記載している給
与などは、すべて税や各種保険料を引く前の額です。

区分
住民基本台帳人口
　　　　（２８年度末）

歳出額
（Ａ）

実質収支
人件費

（Ｂ）
人件費率
　（Ｂ／Ａ）

２７年度
人件費率

職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　　計　　　（Ｂ）

２８年度 ５８，９９９人 ２４２億４，５１７万円 ５億１，５００万円 ４７億８，１５１万円 １９．７％

１９億３，５２３万円 ４億６，８６８万円 ７億５，０４６万円 ３１億５．４３６万円

１９．２％

区分
職員数
　　（Ａ）

給　　　与　　　費 １人当たり給
与費（Ｂ／Ａ）給　料

５８５万円

２９年度 ５２６人 １８億７，３３１万円 ４億４，６９７万円 ７億４，５０６万円 ３０億６，５３４万円 ５８３万円

２８年度 ５３９人

　　　　２　職員数及び給与費は当初予算に計上された数値です。

平成２７年 ９４．８

平成２８年 ９５．０

（注）　 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
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（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

（各年４月１日現在）

歳

歳

歳

歳

※平均給料…職員の基本給の平均、平均給与…給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものの平均

（５）一般行政職員の初任給の状況

（各年４月１日現在）

（６）一般行政職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（各年４月１日現在）

（７）一般行政職の級別職員数の状況

（各年４月１日現在）

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％

（注）１　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（８）一般行政職員の昇給期間短縮の状況

区　　　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職
平成２８年 ４０．４４ ２９万４，２０４円 ３８万３，７１８円

平成２９年 ４０．１８ ２９万３，０９５円 ３８万８，７１３円

技能労務職
平成２８年 ５２．８７ ３１万２，０６２円 ３６万３，２８５円

平成２９年 ５３．１３ ３１万６，４０４円 ３６万２，４４４円

区　　　分
鳴門市 国

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

大学卒
平成２８年

１７万８，２００円 １９万　　１００円 １７万８，２００円 １９万　　１００円
平成２９年

高校卒
平成２８年

１４万６，１００円 １５万４，５００円 １４万６，１００円 １５万４，５００円
平成２９年

区　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

大学卒
平成２８年 ２４万４，５０７円 ２９万１．４３８円 ３４万　　５５１円

平成２９年 ２４万７，２６３円 ２９万　　５８７円 ３３万７，２３６円

高校卒
平成２８年 － ２４万５，０００円 ２９万２，３００円

平成２９年 － ２８万４，１００円 ２９万９，５００円

区分 標準的な職務内容
平成２８年 平成２９年

職員数 構成比 職員数 構成比

１級 定型的な業務を行う職務 45 16.1 43 15.4

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 47 16.8 47 16.8

３級
係長・主任の職務、特に高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う職務

71 25.4 68 24.3

7.5

４級
副課長・室長・所長・場長・館長・主査の職務、困難な業務を
行う係長・主任の職務

47 16.8 50 17.9

６級 課長・主幹の職務 41 14.6 37 13.2

５級

政策監・事業推進監・部長・理事・副部長・参事の職務 14 5.0 14 5.0

困難な業務を行う副課長・室長・所長・場長・館長・主査の職務 23 8.2 21

計 288 100.0 280 100.0

７級

２８年度

職　　員　　数　　（Ａ） ２８８人

普通昇給期間（１２～２４月）を
短縮して昇給した職員数（Ｂ）

０人

比　　　　率　　（Ｂ）/（Ａ） ０％
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２．市職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

（２８年度支給割合） （２８年度支給割合）

　　　期末手当 　　　勤勉手当 　　　期末手当 　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

計 月分 計 月分

（２）退職手当

（平成２９年４月１日現在）

　（支給率） 　（支給率）

　勤続２０年 　勤続２０年

　勤続２５年 　勤続２５年

　勤続３５年 　勤続３５年

　最高限度額 　最高限度額

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　１人当たり平均支給額

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

（３）特殊勤務手当

（平成２８年度）

％

（４）時間外勤務手当

（平成２８年度）

（５）その他職員手当の状況

（平成２８年４月１日現在）

配偶者１３，０００円、配偶者以外の扶養親族は６，５００円

配偶者がなく、扶養親族がある場合は１人目は１１，０００円

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの間にある子は５，０００円加算

借　家　（家賃－２３，０００円）／２＋１１，０００円＝支給額（最高２７，０００円）

交通機関　　定期代金額（最高５５，０００円）

自動車等　　２キロ以上６０キロ未満　距離に応じ２，０００円～２９，８００円

　　　　　　　　６０キロ以上　３１，６００円

３．特別職の報酬等の状況

（平成２８年４月１日現在）

（注）　市長・副市長の給料については市長１０％、副市長７％の減額後の額です。

鳴門市 国

６月期 1.225 0.80 月分 ６月期 1.225 0.80 月分

１２月期 1.375 0.90 月分 １２月期 1.375 0.90 月分

2.60 1.70 月分 2.60 1.70 月分

鳴門市 国

　　自己都合 　 勧奨・定年 　　自己都合 　 勧奨・定年

20.445 月分 25.55625 月分 20.445 月分 25.55625 月分

29.145 月分 34.5825 月分 29.145 月分 34.5825 月分

41.325 月分 49.59 月分 41.325 月分 49.59 月分

49.59 月分 49.59 月分 49.59 月分 49.59 月分

　　　定年前早期退職特例措置（２～４５％加算） 　　　定年前早期退職特例措置（２～４５％加算）

1,025 万円 1,813 万円

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） １２万９，５６９円

職員全体に占める手当支給職員の割合 全職種 ２９．２

手当の種類（手当数） １４手当　　　　　

支給額の多い手当 クリーンセンター従事職員の手当

多くの職員に支給されている手当 保育所従事職員手当、消防職員の手当

支給実績（２８年度決算） １億９，５２１万円

職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） ４５万２，９２３円

扶養手当

住居手当

通勤手当

区　　　分 給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等

市　 　　　長 給

料

８０万４，６００円 期

末

手

当

　（平成２８年度支給割合）

副   市   長 ６６万４，０２０円

議　　　　 長 報
　
酬

４７万７，０００円 　６月期 １．４月分

副   議   長 ４１万１，０００円 １２月期 １．５５月分

議         員 ３８万９，０００円
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職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況（標準的なもの）

（平成２８年４月１日現在）

（２）休暇等の取得状況（平成２８年）

（３）主な休暇制度の概要 （平成２８年４月１日現在）

職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

（平成２８年度）

（２）懲戒処分の状況

（平成２８年度）

職員の服務の状況

１週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り

始業 終業 休憩時間 週休日

３８時間４５分 ８：３０ １７：１５ ６０分 土・日曜日

年次有給休暇平均取得状況 ９．１日

介護休暇取得者数 ０人

育児休業取得者数 ２０人

休暇の種類 内 容 ・ 取 得 条 件 等 取 得 可 能 期 間

年次有給休暇 前年の繰越しとして20日の範囲内で繰越すことができる １年に２０日

ドナー休暇
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者として必要な検査、入院を行う
とき

必要期間

ボランティア休暇 職員が自発的かつ無報酬で社会貢献活動を行うとき １年度に５日以内

結婚休暇 職員が結婚したとき ５日以内

産前休暇 一定期間以内に出産する予定である職員が申し出たとき 分べんの予定日前８週間

産後休暇 職員が出産したとき 出産日の翌日から８週間

配偶者出産休暇 職員の配偶者が出産したとき
出産当日から３週間の期
間内に２日以内

家族看護休暇 職員の家族を看護する必要があるとき
１年（１月１日～１２月３１
日）のうち５日以内

介護休暇（無給）
職員の親族が負傷、疾病又は老齢により、２週間以上にわたり介護しな
ければならなくなったとき

連続する６ヶ月の期間内

　職員がその責務を十分に果たすことを期待できない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、
その種類は免職、休職、降任、降給があります。

処分内容 処分者数 処　分　事　由

免　職 ０人

降　任 ０人

休　職 ６人 心身の故障による

降　給 ０人

　職員の義務違反に対し地方公共団体の規律と公務遂行の秩序を維持する目的で、一定の義務違反に対して職員にそ
の道義的責任を負わせる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給、戒告があります。

処分内容 処分者数 処　分　事　由

免　職 ２人 横領、異性関係の非行

停　職 １人 業務処理不適正

減　給 ４人 管理監督不適正

戒　告 　２人 管理監督不適正

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で専念しなければなりま
せん。
　職員には、命令に従う・秘密を守る義務や信用失墜行為・争議行為の禁止、営利企業等の従事・政治行為の制限などが
課せられています。

5 / 7ページ



職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修の状況

　市では地方公務員法第３９条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため各種の研修を実施していま

す。主な研修は次のとおりです。

　

○市主催研修 （平成２８年度）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人

人

人 人

人

人

（注）　複数回開催した研修の受講者数は累計で示しています。

○県主催研修（県自治研修センター） （平成２８年度）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人

人 人

人

○派遣研修 （平成２８年度）

人

（２）人事考課制度

法務特別セミナー
（地方自治研究機構・徳島県共催）

研修名 受講者数 研修名 受講者数

新規採用職員研修 17 リスクマネジメント研修（2回） 40

処務・経理事務研修 58 文書管理・情報セキュリティポリシー研修（14回） 674

新規採用職員自衛隊隊体内生活体験研修 9 ハラスメント対策研修（2回） 48

接遇研修（2回） 38 簿記研修（17回） 33

人権問題啓発推進者養成講座（5回） 44 政策法務研修 18

新規採用職員地域貢献力向上研修（3回） 39 交通安全講座（14回） 707

「鳴門市水道ビジョン」職員研修（8回） 364 防災研修（7回） 389

鳴門市男女共同参画推進条例及びDV被害者
対応に関する職員研修（10回）

職員公務員倫理研修（12回） 813

357 自治体情報セミュリティ強靱化事業に伴う庁内
ネットワーク端末等の利用に係る研修（10回）人事考課者研修 29 473

参画型人権問題啓発推進者養成講座 13

市主催研修受講者数 4,163

研修名 受講者数 研修名 受講者数

新規採用職員研修（前期・後期） 27 監査事務研修 1

法制執務講座 17 ハードクレーム対応研修 4

職員研修Ⅰ 22 多文化共生と国際化講座 1

職員研修Ⅱ 11 情報技術支援講座 1

係長級研修 38 税務職員研修 3

課長補佐級研修 15 財務事務研修 5

課長級研修 13 リスクマネジメントの理論と実践講座 1

育休等復帰支援講座 9 教養講座 1

メンター（新人職員指導者）養成講座 11 自然災害のリスクマネジメント講座 1

人事評価者研修 2 人権啓発推進講座 2

簿記講座Ⅰ・Ⅱ 3 窓口英語レッスン（初級編）講座 2

パソコン研修（前期・後期） 11

　職員育成、活用、公正な処遇を実現するための基礎資料の一つとするため、職員の勤務成績の評定を行っています。職
員一人ひとりの職務遂行能力、仕事の成果、職員の仕事に対する取り組みの状況等を、一定の基準と手続きに基づいて
実施しています。

新地方公会計研修 2 2

市主催研修受講者数 205

派　　　遣　　　研　　　修　　　先 受講者数

自治大学校・市町村職員中央研修所での研修他 18
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職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）健康診断の状況（平成２８年度） （２）公務災害の認定状況（平成２８年度）

（３）措置要求、不服申立の状況

（平成２８年度）

　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法により徳島県市町村職員共済組合（学校職員については、公立
学校共済組合）が実施しています。また、職員の福利厚生事業として（財）徳島県市町村職員互助会や鳴門市職員共済会
により人間ドック助成等の事業を実施しています。

９６人 公務災害 ６件

通勤災害 １件

　職員は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置を執られるよう要求することや、懲戒その他意に反する不
利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して不服を申し立てることができます。
　公平委員会は、地方公務員法第７条第２項の規定により設置されており、これらの要求や処分が適当であるか審査し、
必要な場合は勧告・指示することができる独立した機関です。

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件

区　　分 受診者数 区　　　分 認定件数

一般定期健康診断

不利益処分に関する不服申立の状況 １件

人間ドック ３０４人
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